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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果 
 

 

「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果」を取りまとめ

ましたのでお知らせします。 
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『公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果』の概要

地方自治法第２４４条に規定される公の施設の管理については、地方自治法の一

部を改正する法律（平成１５年法律第８１号）により、指定管理者制度が導入され

ているところです。本調査は、平成２１年４月１日現在における各地方公共団体に

おける指定管理者制度の導入状況等を調査したものです。

１ 調査時点

平成２１年４月１日現在

２ 調査対象団体

都道府県・政令指定都市・市区町村

３ 調査結果のポイント

１．指定管理者制度が導入されている施設の数は７０，０２２施設

都道府県 ６，８８２施設

指定都市 ６，３２７施設

市区町村 ５６，８１３施設

合 計 ７０，０２２施設

・前回調査（平成１８年９月２日現在；６１，５６５施設）から８，４５７施設の増

２．全国の２０，４８９施設で民間企業等が指定管理者に（約３割）

都道府県 １，５７１施設（２２．８％）

指定都市 １，５６４施設（２４．７％）

市区町村 １７，３５４施設（３０．５％）

合 計 ２０，４８９施設（２９．３％）

・ 民間企業等」の内訳は、株式会社1４.８％、特定非営利活動法人３.３％、その他(※)１１.１％「

※「その他」の内訳は、学校法人、医療法人、共同企業体等

・前回調査（平成１８年９月２日現在；１１，２５２施設、１８．３％）から９，２3７施設、

１１．０ポイントの増

３．都道府県、指定都市の施設の約６割が、市区町村の約４割が公募により指

定管理者を選定

都道府県 ５７．９％

指定都市 ５５．８％

市区町村 ３６．０％

合 計 ４０．０％

・前回調査（平成１８年９月２日現在；２９．１％）から１０．９ポイントの増



４．指定管理者導入施設の約５割が、施設ごとの具体的な選定の基準・手続の

事前公表、選定理由の公表を実施

選定基準事前公表 選定手続事前公表 選定理由公表

都道府県 ６７．０％ ６７．７％ ９１．４％

指定都市 ７５．８％ ７４．２％ ７５．５％

市区町村 ４４．３％ ４７．０％ ４７．３％

合 計 ４９．４％ ５１．５％ ５４．２％

・前回調査（平成１８年９月２日現在）

※ 選定基準・選定手続の事前公表について、前回調査では、施設ごとの具体的な選定の基準・

手続ではなく、条例、規則及び要綱等に定めた一般的な基準の事前公表状況を調査。

選定基準事前公表５２．８％、選定手続事前公表４６．４％、選定理由公表４５．５％

５．指定管理者導入施設の約６割が、指定管理者の評価を実施

都道府県 ９７．５％

指定都市 ８４．１％

市区町村 ５４．５％

合 計 ６１．４％

・新規調査

６．指定管理者導入施設の約８割が、施設の種別に応じた必要な体制の整備・

損害賠償責任の履行の確保に関する事項を協定等に記載

体制の整備 損害賠償責任の履行の確保

都道府県 ９５．４％ ５７．７％

指定都市 ９０．２％ ８０．４％

市区町村 ７２．３％ ８５．３％

合 計 ７６．２％ ８２．２％

・新規調査

７．指定管理者の指定の取消し等は、２，１００件

指定の取消し 業務の停止 期間満了取り止め

都道府県 １０件 ０件 ３０９件

指定都市 ４０件 ０件 ３７８件

市区町村 ６２２件 ８件 ７３３件

合 計 ６７２件 ８件 １，４２０件

・指定の取消しは、前回調査（平成１８年９月２日現在；３４施設）から６３８件の増

・業務の停止、期間満了取り止めは、新規調査
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は じ め に

地方自治法第２４４条に規定される公の施設の管理については、地方自治法の一部を

改正する法律（平成１５年法律第８１号）により、指定管理者制度が導入されていると

ころですが、平成２１年４月１日現在の指定管理者制度の導入状況等を調査し、今般そ

の調査結果を取りまとめたところです。

各地方公共団体におかれては、指定管理者制度が導入されて以来、その積極的な活用

が図られているところですが、今回の調査結果が、今後、指定管理者制度の導入を検討

していく地方公共団体において参考となれば幸いです。

最後に、本調査の実施に当たっては、各都道府県、各指定都市及び各市区町村に調査

の依頼をしたところであり、関係各位のひとかたならぬ御協力をいただき、感謝を申し

上げる次第であります。

平成２１年１０月

総務省自治行政局行政課
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（注）

　○公営住宅の施設数については、１団地１施設として計上している。

４　文教施設

５　社会福祉施設

　○本調査は、平成２１年４月１日現在での指定管理者の導入状況について調査を行ったものである。

　○今回の調査では、地方自治法第２４４条に基づき、地方公共団体が条例により設置及び管理している公の
　　施設（学校・河川・道路を除く）を調査対象としている。

　○指定管理者となった団体の種別の例は、以下のとおり。（表２に対応）

　３　公共団体　（例：地方公共団体、土地改良区等）

　２　特例民法法人（従来の公益法人）、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人

　４　公共的団体　（例：農業共同組合、社会福祉法人、森林組合、赤十字社等）

　１　株式会社　（注：特例有限会社含む）

　６　１～５以外の団体　（例：学校法人、医療法人、共同企業体等）

　○公の施設の内容の例は、以下のとおり。（表２、表３に対応）

１　レクリエーション・スポーツ施設

　　　地縁による団体　（例：自治会、町内会等）

　５　特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）

　　　※　地方自治法第260条の２第７項に規定する｢認可地縁団体｣であるか否かは問わない

病院、老人福祉センター等

　○今回の調査における集計・整理の都合上、各都道府県等が個別に公表している数値等と一致しない場合
　　がある。

競技場、野球場、体育館、テニスコート、プール、スキー場、ゴルフ場、海水浴場、国民宿舎、宿泊休養施
設等

２　産業振興施設

情報提供施設、展示場施設、見本市施設、開放型研究施設等

３　基盤施設

駐車場、大規模公園、水道施設、下水道終末処理場等

県・市民会館、文化会館、博物館、美術館、自然の家、海・山の家等



表１　都道府県別の指定管理者制度導入施設数
（単位：施設）

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

北海道 240 406 5,071 5,717
青森県 60 1,778 1,838
岩手県 99 1,437 1,536
宮城県 92 322 1,110 1,524
秋田県 95 1,036 1,131
山形県 136 832 968
福島県 128 1,340 1,468
茨城県 226 919 1,145
栃木県 51 770 821
群馬県 50 833 883
埼玉県 66 236 1,345 1,647
千葉県 60 121 1,872 2,053
東京都 1,813 3,541 5,354

神奈川県 330 1,105 992 2,427
新潟県 36 369 1,409 1,814
富山県 80 693 773
石川県 125 1,378 1,503
福井県 38 719 757
山梨県 74 509 583
長野県 29 2,096 2,125
岐阜県 45 1,603 1,648
静岡県 42 409 936 1,387
愛知県 391 416 2,089 2,896
三重県 96 880 976
滋賀県 57 854 911
京都府 42 341 629 1,012
大阪府 82 418 857 1,357
兵庫県 594 643 2,114 3,351
奈良県 16 801 817

和歌山県 47 417 464
鳥取県 34 619 653
島根県 27 1,132 1,159
岡山県 86 234 1,383 1,703
広島県 152 584 1,892 2,628
山口県 176 906 1,082
徳島県 40 660 700
香川県 70 421 491
愛媛県 30 593 623
高知県 34 702 736
福岡県 260 723 953 1,936
佐賀県 111 346 457
長崎県 129 825 954
熊本県 84 893 977
大分県 131 988 1,119
宮崎県 66 702 768

鹿児島県 55 1,787 1,842
沖縄県 157 1,151 1,308
合計 6,882 6,327 56,813 70,022

１１



（単位：施設、％）

公の施設数（A） 導入数（B） 導入率（C）
（B/A％）

公の施設数（A’） 導入数（B’）
導入率（C’）
（B’/A’％）

北海道 340 240 70.6% 94 45 47.9%

青森県 85 60 70.6% 45 22 48.9%

岩手県 156 99 63.5% 104 47 45.2%

宮城県 210 92 43.8% 108 78 72.2%

秋田県 139 95 68.3% 112 78 69.6%

山形県 177 136 76.8% 99 58 58.6%

福島県 242 128 52.9% 146 43 29.5%

茨城県 264 226 85.6% 99 61 61.6%

栃木県 149 51 34.2% 78 42 53.8%

群馬県 210 50 23.8% 104 50 48.1%

埼玉県 414 66 15.9% 120 66 55.0%

千葉県 242 60 24.8% 114 60 52.6%

東京都 1,923 1,813 94.3% 318 209 65.7%

神奈川県 367 330 89.9% 109 72 66.1%

新潟県 233 36 15.5% 140 36 25.7%

富山県 146 80 54.8% 121 55 45.5%

石川県 152 125 82.2% 96 69 71.9%

福井県 85 38 44.7% 67 38 56.7%

山梨県 182 74 40.7% 65 52 80.0%

長野県 237 29 12.2% 76 29 38.2%

岐阜県 85 45 52.9% 72 45 62.5%

静岡県 221 42 19.0% 99 42 42.4%

愛知県 401 391 97.5% 103 93 90.3%

三重県 141 96 68.1% 76 31 40.8%

滋賀県 124 57 46.0% 79 57 72.2%

京都府 199 42 21.1% 55 31 56.4%

大阪府 459 82 17.9% 79 61 77.2%

兵庫県 677 594 87.7% 166 83 50.0%

奈良県 97 16 16.5% 52 14 26.9%

和歌山県 157 47 29.9% 86 47 54.7%

鳥取県 175 34 19.4% 58 34 58.6%

島根県 201 27 13.4% 107 27 25.2%

岡山県 114 86 75.4% 78 50 64.1%

広島県 230 152 66.1% 115 37 32.2%

山口県 219 176 80.4% 98 55 56.1%

徳島県 117 40 34.2% 69 37 53.6%

香川県 102 70 68.6% 71 39 54.9%

愛媛県 130 30 23.1% 80 30 37.5%

高知県 163 34 20.9% 100 34 34.0%

福岡県 324 260 80.2% 101 37 36.6%

佐賀県 146 111 76.0% 76 41 53.9%

長崎県 285 129 45.3% 201 45 22.4%

熊本県 98 84 85.7% 56 42 75.0%

大分県 160 131 81.9% 55 26 47.3%

宮崎県 242 66 27.3% 126 30 23.8%

鹿児島県 246 55 22.4% 98 34 34.7%

沖縄県 258 157 60.9% 129 28 21.7%

合計 11,724 6,882 58.7% 4,700 2,340 49.8%

注）②は、公営住宅法に基づく公営住宅の施設数を、公の施設数(A)、導入数(B)から除いたもの。

　　本表は、都道府県分についてのみの数値である（指定都市及び市区町村については対象外。）

２

都道府県別の指定管理者制度導入施設数（①） 公営住宅を除いた場合（②）
区分

２



表２　指定管理者制度導入施設の状況

１　都道府県 （単位：施設、％）

公の施設数
（Ｉ）

１　レクリエーション・スポーツ施設 98 （ 19.4% ） 181 （ 35.9% ） 92 （ 18.3% ） 43 （ 8.5% ） 6 （ 1.2% ） 13 （ 2.6% ） 77 （ 15.3% ） 504 < 89.8% > 561

２　産業振興施設 34 （ 19.8% ） 98 （ 57.0% ） 7 （ 4.1% ） 10 （ 5.8% ） 1 （ 0.6% ） 7 （ 4.1% ） 16 （ 9.3% ） 172 < 40.8% > 422

３　基盤施設 575 （ 10.8% ） 2,291 （ 43.1% ） 169 （ 3.2% ） 1,722 （ 32.4% ） 0 （ 0.0% ） 99 （ 1.9% ） 465 （ 8.7% ） 5,321 < 59.6% > 8,926

４　文教施設 52 （ 10.6% ） 287 （ 58.3% ） 34 （ 6.9% ） 18 （ 3.7% ） 8 （ 1.6% ） 26 （ 5.3% ） 75 （ 15.2% ） 492 < 50.9% > 966

５　社会福祉施設 12 （ 3.1% ） 58 （ 14.8% ） 8 （ 2.0% ） 293 （ 74.6% ） 0 （ 0.0% ） 9 （ 2.3% ） 13 （ 3.3% ） 393 < 46.3% > 849

合計 771 （ 11.2% ） 2,915 （ 42.4% ） 310 （ 4.5% ） 2,086 （ 30.3% ） 15 （ 0.2% ） 154 （ 2.2% ） 646 （ 9.4% ） 6,882 < 58.7% > 11,724

２　指定都市 （単位：施設、％）

１　レクリエーション・スポーツ施設 163 （ 18.4% ） 449 （ 50.7% ） 2 （ 0.2% ） 68 （ 7.7% ） 49 （ 5.5% ） 27 （ 3.0% ） 177 （ 20.0% ） 886 （ 100.0% ）

２　産業振興施設 21 （ 16.4% ） 61 （ 47.7% ） 0 （ 0.0% ） 23 （ 18.0% ） 16 （ 12.5% ） 2 （ 1.6% ） 21 （ 16.4% ） 128 （ 100.0% ）

３　基盤施設 705 （ 28.9% ） 1,235 （ 50.6% ） 0 （ 0.0% ） 422 （ 17.3% ） 234 （ 9.6% ） 8 （ 0.3% ） 69 （ 2.8% ） 2,439 （ 100.0% ）

４　文教施設 76 （ 8.7% ） 480 （ 55.0% ） 0 （ 0.0% ） 142 （ 16.3% ） 98 （ 11.2% ） 48 （ 5.5% ） 127 （ 14.5% ） 873 （ 100.0% ）

５　社会福祉施設 24 （ 1.2% ） 430 （ 21.5% ） 0 （ 0.0% ） 1,451 （ 72.5% ） 297 （ 14.8% ） 31 （ 1.5% ） 65 （ 3.2% ） 2,001 （ 100.0% ）

合計 989 （ 15.6% ） 2,655 （ 42.0% ） 2 （ 0.0% ） 2,106 （ 33.3% ） 694 （ 11.0% ） 116 （ 1.8% ） 459 （ 7.3% ） 6,327 （ 100.0% ）

区分
１　株式会社（A）

（A/Ｈ％）

２　特例民法法人、一
般社団・財団法人、公
益社団・財団法人（B）

（B/Ｈ％）

３　公共団体（C）

（C/Ｈ％）

区分

４　公共的団体（D）

（D/Ｈ％）

１　株式会社 ２　特例民法法人、一般社団・
財団法人、公益社団・財団法人 ３　公共団体 ４　公共的団体

５　特定非営利活動
法人（Ｆ）
（Ｆ/Ｈ％）

合計

導入数（Ｈ）
<Ｈ/Ｉ％>

６　１～５以外の団体
（Ｇ）

（Ｇ/Ｈ％）

５　特定非営利活動法人

うち地縁による団体
（E）

（ / ）

６　１～５以外の団体 合計
うち地縁による団体

３



３　市区町村 （単位：施設、％）

１　レクリエーション・スポーツ施設 3,664 （ 29.7% ） 4,326 （ 35.0% ） 16 （ 0.1% ） 1,925 （ 15.6% ） 1,114 （ 9.0% ） 854 （ 6.9% ） 1,567 （ 12.7% ） 12,352 （ 100.0% ）

２　産業振興施設 1,559 （ 22.8% ） 878 （ 12.8% ） 22 （ 0.3% ） 3,164 （ 46.3% ） 1,559 （ 22.8% ） 176 （ 2.6% ） 1,039 （ 15.2% ） 6,838 （ 100.0% ）

３　基盤施設 2,160 （ 15.1% ） 5,822 （ 40.6% ） 8 （ 0.1% ） 3,530 （ 24.6% ） 2,627 （ 18.3% ） 103 （ 0.7% ） 2,718 （ 19.0% ） 14,341 （ 100.0% ）

４　文教施設 875 （ 7.1% ） 1,610 （ 13.0% ） 6 （ 0.0% ） 8,623 （ 69.8% ） 7,831 （ 63.4% ） 458 （ 3.7% ） 780 （ 6.3% ） 12,352 （ 100.0% ）

５　社会福祉施設 357 （ 3.3% ） 1,069 （ 9.8% ） 70 （ 0.6% ） 8,390 （ 76.8% ） 2,011 （ 18.4% ） 450 （ 4.1% ） 594 （ 5.4% ） 10,930 （ 100.0% ）

合計 8,615 （ 15.2% ） 13,705 （ 24.1% ） 122 （ 0.2% ） 25,632 （ 45.1% ） 15,142 （ 26.7% ） 2,041 （ 3.6% ） 6,698 （ 11.8% ） 56,813 （ 100.0% ）

４　全体 （単位：施設、％）

１　レクリエーション・スポーツ施設 3,925 （ 28.6% ） 4,956 （ 36.1% ） 110 （ 0.8% ） 2,036 （ 14.8% ） 1,169 （ 8.5% ） 894 （ 6.5% ） 1,821 （ 13.3% ） 13,742 （ 100.0% ）

２　産業振興施設 1,614 （ 22.6% ） 1,037 （ 14.5% ） 29 （ 0.4% ） 3,197 （ 44.8% ） 1,576 （ 22.1% ） 185 （ 2.6% ） 1,076 （ 15.1% ） 7,138 （ 100.0% ）

３　基盤施設 3,440 （ 15.6% ） 9,348 （ 42.3% ） 177 （ 0.8% ） 5,674 （ 25.7% ） 2,861 （ 12.9% ） 210 （ 1.0% ） 3,252 （ 14.7% ） 22,101 （ 100.0% ）

４　文教施設 1,003 （ 7.3% ） 2,377 （ 17.3% ） 40 （ 0.3% ） 8,783 （ 64.0% ） 7,937 （ 57.9% ） 532 （ 3.9% ） 982 （ 7.2% ） 13,717 （ 100.0% ）

５　社会福祉施設 393 （ 2.9% ） 1,557 （ 11.7% ） 78 （ 0.6% ） 10,134 （ 76.1% ） 2,308 （ 17.3% ） 490 （ 3.7% ） 672 （ 5.0% ） 13,324 （ 100.0% ）

合計 10,375 （ 14.8% ） 19,275 （ 27.5% ） 434 （ 0.6% ） 29,824 （ 42.6% ） 15,851 （ 22.6% ） 2,311 （ 3.3% ） 7,803 （ 11.1% ） 70,022 （ 100.0% ）

うち地縁による団体

合計

６　１～５以外の団体 合計

６　１～５以外の団体区分 １　株式会社
２　特例民法法人、一般社団・
財団法人、公益社団・財団法

人
３　公共団体 ４　公共的団体 ５　特定非営利活動法人

うち地縁による団体

区分 １　株式会社
２　特例民法法人、一般社団・
財団法人、公益社団・財団法

人
３　公共団体 ４　公共的団体 ５　特定非営利活動法人

４



表３　指定管理者の選定手続別状況

１　都道府県 （単位：施設、％）

区分

１　公募により候補
者を募集、職員以
外を中心とした合
議体により選定

２　公募により候補
者を募集、職員を
中心とした合議体
により選定

３　公募により候
補者を募集
（１・２以外）

４　従前の管理受
託者・指定管理者
を公募の方法によ
ることなく選定

５　１～４以外の
方法により選定

１　レクリエーション・スポーツ施設 243 89 28 360 （ 71.4% ） 118 26 504 （ 100.0% ）

２　産業振興施設 96 10 9 115 （ 66.9% ） 53 4 172 （ 100.0% ）

３　基盤施設 2,313 207 422 2,942 （ 55.3% ） 2,335 44 5,321 （ 100.0% ）

４　文教施設 276 48 22 346 （ 70.3% ） 126 20 492 （ 100.0% ）

５　社会福祉施設 129 50 40 219 （ 55.7% ） 169 5 393 （ 100.0% ）

合計 3,057 404 521 3,982 （ 57.9% ） 2,801 99 6,882 （ 100.0% ）

２　指定都市 （単位：施設、％）

区分

１　公募により候補
者を募集、職員以
外を中心とした合
議体により選定

２　公募により候補
者を募集、職員を
中心とした合議体
により選定

３　公募により候
補者を募集
（１・２以外）

４　従前の管理受
託者・指定管理者
を公募の方法によ
ることなく選定

５　１～４以外の
方法により選定

１　レクリエーション・スポーツ施設 479 211 75 765 （ 86.3% ） 88 33 886 （ 100.0% ）

２　産業振興施設 54 21 4 79 （ 61.7% ） 39 10 128 （ 100.0% ）

３　基盤施設 817 399 34 1,250 （ 51.3% ） 1,012 177 2,439 （ 100.0% ）

４　文教施設 367 170 12 549 （ 62.9% ） 296 28 873 （ 100.0% ）

５　社会福祉施設 551 301 37 889 （ 44.4% ） 813 299 2,001 （ 100.0% ）

合計 2,268 1,102 162 3,532 （ 55.8% ） 2,248 547 6,327 （ 100.0% ）

（小計）公募により候
補者を募集

合計

（小計）公募により候
補者を募集

合計

５



３　市区町村 （単位：施設、％）

区分

１　公募により候補
者を募集、職員以
外を中心とした合
議体により選定

２　公募により候補
者を募集、職員を
中心とした合議体
により選定

３　公募により候
補者を募集
（１・２以外）

４　従前の管理受
託者・指定管理者
を公募の方法によ
ることなく選定

５　１～４以外の
方法により選定

１　レクリエーション・スポーツ施設 1,994 3,504 636 6,134 （ 49.7% ） 5,121 1,097 12,352 （ 100.0% ）

２　産業振興施設 504 997 173 1,674 （ 24.5% ） 4,535 629 6,838 （ 100.0% ）

３　基盤施設 2,716 3,941 701 7,358 （ 51.3% ） 5,775 1,208 14,341 （ 100.0% ）

４　文教施設 793 1,205 319 2,317 （ 18.8% ） 9,056 979 12,352 （ 100.0% ）

５　社会福祉施設 1,134 1,568 293 2,995 （ 27.4% ） 7,048 887 10,930 （ 100.0% ）

合計 7,141 11,215 2,122 20,478 （ 36.0% ） 31,535 4,800 56,813 （ 100.0% ）

４　全体 （単位：施設、％）

区分

１　公募により候補
者を募集、職員以
外を中心とした合
議体により選定

２　公募により候補
者を募集、職員を
中心とした合議体
により選定

３　公募により候
補者を募集
（１・２以外）

４　従前の管理受
託者・指定管理者
を公募の方法によ
ることなく選定

５　１～４以外の
方法により選定

１　レクリエーション・スポーツ施設 2,716 3,804 739 7,259 （ 52.8% ） 5,327 1,156 13,742 （ 100.0% ）

２　産業振興施設 654 1,028 186 1,868 （ 26.2% ） 4,627 643 7,138 （ 100.0% ）

３　基盤施設 5,846 4,547 1,157 11,550 （ 52.3% ） 9,122 1,429 22,101 （ 100.0% ）

４　文教施設 1,436 1,423 353 3,212 （ 23.4% ） 9,478 1,027 13,717 （ 100.0% ）

５　社会福祉施設 1,814 1,919 370 4,103 （ 30.8% ） 8,030 1,191 13,324 （ 100.0% ）

合計 12,466 12,721 2,805 27,992 （ 40.0% ） 36,584 5,446 70,022 （ 100.0% ）

（小計）公募により候
補者を募集

合計

（小計）公募により候
補者を募集

合計

６



表４　指定管理者導入施設の従前の管理状況
（単位：施設、％）

合計

3,531 ( 51.3% ) 2,584 ( 40.8% ) 25,366 ( 44.6% ) 31,481 ( 45.0% )

2,937 ( 42.7% ) 3,122 ( 49.3% ) 20,098 ( 35.4% ) 26,157 ( 37.4% )

338 ( 4.9% ) 431 ( 6.8% ) 9,693 ( 17.1% ) 10,462 ( 14.9% )

76 ( 1.1% ) 190 ( 3.0% ) 1,656 ( 2.9% ) 1,922 ( 2.7% )

6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% )

表５　指定管理者制度導入施設の指定の回数
（単位：施設、％）

合計

3,391 ( 49.3% ) 3,786 ( 59.8% ) 30,879 ( 54.4% ) 38,056 ( 54.3% )

3,474 ( 50.5% ) 2,288 ( 36.2% ) 25,107 ( 44.2% ) 30,869 ( 44.1% )

13 ( 0.2% ) 116 ( 1.8% ) 548 ( 1.0% ) 677 ( 1.0% )

4 ( 0.1% ) 133 ( 2.1% ) 250 ( 0.4% ) 387 ( 0.6% )

0 ( 0.0% ) 4 ( 0.1% ) 29 ( 0.1% ) 33 ( 0.0% )

6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% )

表６　従前の管理受託者・指定管理者が引き続き指定管理者となった施設数
（単位：施設、％）

合計

5,515 ( 80.1% ) 4,690 ( 74.1% ) 40,485 ( 71.3% ) 50,690 ( 72.4% )

うち従前の管理受託者・指定管
理者を公募の方法によることなく
選定（Ｂ）　（Ｂ/Ｃ％）

2,769 ( 40.2% ) 2,134 ( 33.7% ) 28,172 ( 49.6% ) 33,075 ( 47.2% )

指定管理者制度導入施設数（Ｃ） 6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% )

表７　施設ごとの具体的な選定基準の事前公表状況
（単位：施設、％）

合計

4,613 ( 67.0% ) 4,795 ( 75.8% ) 25,193 ( 44.3% ) 34,601 ( 49.4% )

2,269 ( 33.0% ) 1,532 ( 24.2% ) 31,620 ( 55.7% ) 35,421 ( 50.6% )

6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% )

７

区分 都道府県 指定都市 市区町村

従前の管理受託者・指定管理者が
引き続き指定管理者となった施設
数（Ａ）　（Ａ/Ｃ％）

区分 都道府県 指定都市 市区町村

１　指定管理者

３　直営

２　旧管理委託制度による管理

４　施設の新設

合計

区分 都道府県 指定都市 市区町村

１　１回

２　２回

３　３回

４　４回

５　５回以上

合計

合計

区分 都道府県 指定都市 市区町村

１　事前公表している

２　事前公表していない

７



表８　施設ごとの具体的な選定手続の事前公表状況
（単位：施設、％）

合計

4,659 ( 67.7% ) 4,697 ( 74.2% ) 26,690 ( 47.0% ) 36,046 ( 51.5% )

2,223 ( 32.3% ) 1,630 ( 25.8% ) 30,123 ( 53.0% ) 33,976 ( 48.5% )

6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% )

表９　指定管理者の選定理由の公表状況
（単位：施設、％）

合計

6,292 ( 91.4% ) 4,774 ( 75.5% ) 26,860 ( 47.3% ) 37,926 ( 54.2% )

590 ( 8.6% ) 1,553 ( 24.5% ) 29,953 ( 52.7% ) 32,096 ( 45.8% )

6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% )

表１０　指定管理者の評価の実施状況
（単位：施設、％）

合計

6,707 ( 97.5% ) 5,322 ( 84.1% ) 30,989 ( 54.5% ) 43,018 ( 61.4% )

うち公共サービスについて専門的知見
を有する外部有識者等の視点を導入 2,783 ( 40.4% ) 2,491 ( 39.4% ) 6,135 ( 10.8% ) 11,409 ( 16.3% )

6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% )

表１１　施設の種別に応じた必要な体制の整備に関する事項の協定等への記載状況
（単位：施設、％）

合計

6,567 ( 95.4% ) 5,705 ( 90.2% ) 41,069 ( 72.3% ) 53,341 ( 76.2% )

315 ( 4.6% ) 622 ( 9.8% ) 15,744 ( 27.7% ) 16,681 ( 23.8% )

6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% )

表１２　損害賠償責任の履行の確保に関する事項の協定等への記載状況
（単位：施設、％）

合計

3,973 ( 57.7% ) 5,089 ( 80.4% ) 48,484 ( 85.3% ) 57,546 ( 82.2% )

2,909 ( 42.3% ) 1,238 ( 19.6% ) 8,329 ( 14.7% ) 12,476 ( 17.8% )

6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% )

８

２　協定等に記載していない

合計

合計

区分 都道府県 指定都市

指定都市 市区町村

市区町村

１　協定等に記載している

区分 都道府県 指定都市 市区町村

１　協定等に記載している

２　協定等に記載していない

都道府県 指定都市 市区町村

区分

１　事前公表している

２　事前公表していない

都道府県 指定都市 市区町村

都道府県

評価を実施している施設数

指定管理者制度導入施設数

合計

区分

１　公表している

２　公表していない

合計

区分

８



表１３　指定管理者制度導入施設の指定期間別状況
（単位：施設、％）

区分 合計

１年 70 ( 1.0% ) 84 ( 1.3% ) 777 ( 1.4% ) 931 ( 1.3% )

２年 44 ( 0.6% ) 135 ( 2.1% ) 968 ( 1.7% ) 1,147 ( 1.6% )

３年 3,931 ( 57.1% ) 871 ( 13.8% ) 18,042 ( 31.8% ) 22,844 ( 32.6% )

４年 310 ( 4.5% ) 2,684 ( 42.4% ) 4,311 ( 7.6% ) 7,305 ( 10.4% )

５年 2,457 ( 35.7% ) 2,399 ( 37.9% ) 28,285 ( 49.8% ) 33,141 ( 47.3% )

６年 4 ( 0.1% ) 14 ( 0.2% ) 300 ( 0.5% ) 318 ( 0.5% )

７年 9 ( 0.1% ) 1 ( 0.0% ) 89 ( 0.2% ) 99 ( 0.1% )

８年 9 ( 0.1% ) 7 ( 0.1% ) 79 ( 0.1% ) 95 ( 0.1% )

９年 1 ( 0.0% ) 17 ( 0.3% ) 179 ( 0.3% ) 197 ( 0.3% )

１０年以上 47 ( 0.7% ) 115 ( 1.8% ) 3,783 ( 6.7% ) 3,945 ( 5.6% )

合計 6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% )

表１４　指定管理者における利用料金制の採用状況
（単位：施設、％）

区分 合計

利用料金制を採用
（一部利用料金制も含む。）

3,210 ( 46.6% ) 1,998 ( 31.6% ) 28,027 ( 49.3% ) 33,235 ( 47.5% )

指定管理者導入施設数 6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% )

表１５　指定管理者における管理の範囲の状況
（単位：施設、％）

区分 合計

１　当該施設を包括的に管理している 6,797 ( 98.8% ) 6,185 ( 97.8% ) 55,008 ( 96.8% ) 67,990 ( 97.1% )

２　当該施設の一部を管理している 85 ( 1.2% ) 142 ( 2.2% ) 1,805 ( 3.2% ) 2,032 ( 2.9% )

合計 6,882 ( 100.0% ) 6,327 ( 100.0% ) 56,813 ( 100.0% ) 70,022 ( 100.0% )

９

都道府県 指定都市 市区町村

都道府県 指定都市 市区町村

都道府県 指定都市 市区町村

９



表１６　指定管理者の指定を取り消した事例とその理由
（単位：施設、％）

費用対効果・サービス水準の検証の結果 2 20.0% 0 0.0% 78 12.5% 80 11.9%

指定管理者の経営困難等 3 30.0% 27 67.5% 223 35.9% 253 37.6%

指定管理者の業務不履行 0 0.0% 0 0.0% 7 1.1% 7 1.0%

指定管理者の不正事件 0 0.0% 4 10.0% 4 0.6% 8 1.2%

団体自身の理由 指定管理者の合併・解散等 2 20.0% 2 20.0% 2 5.0% 2 5.0% 145 23.3% 145 23.3% 149 22.2% 149 22.2%

施設の休止・廃止等 1 10.0% 7 17.5% 59 9.5% 67 10.0%

施設の再編・統合 0 0.0% 0 0.0% 22 3.5% 22 3.3%

施設の民間譲渡等 2 20.0% 0 0.0% 81 13.0% 83 12.4%

施設の管理方針の見直し 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2% 1 0.1%

公募要件不備・不選定等 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2% 1 0.1%

協定締結のための協議不調 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2% 1 0.1%

10 100.0% 10 100.0% 40 100.0% 40 100.0% 622 100.0% 622 100.0% 672 100.0% 672 100.0%

表１７　期間を定めて管理の業務の停止を行った事例とその理由

（単位：施設、％）

指定管理者の業務不履行 0 － 0 － 3 0.5% 3 37.5%

指定管理者の不正事件 0 － 0 － 2 0.3% 2 25.0%

不正事件の有無の調査 0 － 0 － 1 0.2% 1 12.5%

施設の休止・廃止等 0 － 0 － 2 0.3% 2 25.0%

0 － 0 － 0 － 0 － 8 1.3% 8 100.0% 8 100.0% 8 100.0%

表１８　指定期間の満了をもって指定管理者制度による管理を取り止めた事例とその理由
（単位：施設、％）

費用対効果・サービス水準の検証の結果 2 0.6% 0 0.0% 281 38.3% 283 19.9%

指定管理者の経営困難等 0 0.0% 0 0.0% 34 4.6% 34 2.4%

団体自身の理由 指定管理者の合併・解散等 4 1.3% 4 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 4 0.5% 4 0.5% 8 0.6% 8 0.6%

施設の休止・廃止等 23 7.4% 33 8.7% 141 19.2% 197 13.9%

施設の再編・統合 1 0.3% 0 0.0% 13 1.8% 14 1.0%

施設の民間譲渡等 31 10.0% 1 0.3% 162 22.1% 194 13.7%

施設の管理方針の見直し 3 1.0% 0 0.0% 54 7.4% 57 4.0%

管理代行制度への移行 244 79.0% 344 91.0% 0 0.0% 588 41.4%

公募への応募なし 0 0.0% 0 0.0% 19 2.6% 19 1.3%

公募要件不備・不選定等 0 0.0% 0 0.0% 2 0.3% 2 0.1%

議会の不同意 1 0.3% 0 0.0% 22 3.0% 23 1.6%

協定締結のための協議不調 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 1 0.1%

309 100.0% 309 100.0% 378 100.0% 378 100.0% 733 100.0% 733 100.0% 1,420 100.0% 1,420 100.0%

１０

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

運用上の理由 5 50.0% 31 77.5% 312 50.2% 348 51.8%

施設の見直し 3 30.0% 7 17.5% 163 26.2% 173 25.7%

手続き上の理由 0 0.0% 0 0.0% 2 0.3% 2 0.3%

合計

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

運用上の理由 0 － 0 － 6 75.0% 6 75.0%

施設の見直し 0 － 0 － 2 25.0% 2 25.0%

合計

区分 都道府県 指定都市 市区町村 合計

370 50.5%

運用上の理由 2 0.6% 0 0.0% 315

6.0% 45

43.0% 317 22.3%

施設の見直し 302 97.7% 378 100.0%

3.2%

合計

1,050 73.9%

手続き上の理由 1 0.3% 0 0.0% 44
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表１９　取消し後・業務停止後・指定期間満了後の管理
（単位：施設、％）

指定管理者の指定を
取り消した後の管理

直営 6 60.0% 5 12.5% 132 21.2% 143 21.3%

業務委託 0 0.0% 0 0.0% 12 1.9% 12 1.8%

休止・廃止 1 10.0% 6 15.0% 117 18.8% 124 18.5%

再指定 1 10.0% 28 70.0% 284 45.7% 313 46.6%

直営ののち再指定 0 0.0% 0 0.0% 9 1.4% 9 1.3%

民間等へ譲渡 2 20.0% 0 0.0% 65 10.5% 67 10.0%

民間等へ貸与 0 0.0% 1 2.5% 2 0.3% 3 0.4%

他施設との統合 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2% 1 0.1%

10 100.0% 40 100.0% 622 100.0% 672 100.0%

期間を定めて
管理の業務の停止を

行った後の管理

直営 0 - 0 - 2 25.0% 2 25.0%

休止・廃止 0 - 0 - 6 75.0% 6 75.0%

0 - 0 - 8 100.0% 8 100.0%

指定期間の満了をもって
指定管理者制度による

管理を取り止めた後の管理

直営 9 2.9% 0 0.0% 297 40.5% 306 21.5%

業務委託 1 0.3% 0 0.0% 108 14.7% 109 7.7%

休止・廃止 48 15.5% 33 8.7% 232 31.7% 313 22.0%

管理代行制度による管理 244 79.0% 344 91.0% 0 0.0% 588 41.4%

民間等へ譲渡 2 0.6% 1 0.3% 61 8.3% 64 4.5%

民間等へ貸与 0 0.0% 0 0.0% 22 3.0% 22 1.5%

地元団体等で維持管理 5 1.6% 0 0.0% 10 1.4% 15 1.1%

他施設との統合 0 0.0% 0 0.0% 3 0.4% 3 0.2%

309 100.0% 378 100.0% 733 100.0% 1,420 100.0%

表２０　不服申立ての事例
（単位：施設、％）

区分

不服申立てが認容された事例 0 0.0% 0 － 0 0.0% 0 0.0%

不服申立てが棄却された事例 1 100.0% 0 － 5 100.0% 6 100.0%

合計 1 100.0% 0 － 5 100.0% 6 100.0%

不服申立て ： 地方自治法第２４４条の４第３項の規定に基づき、地方公共団体の長に対してする、公の施設を利用する権利

　　　　　　　　に関する処分についての不服申し立て

１１

都道府県 指定都市 市区町村 合計

都道府県 指定都市 市区町村 合計

都道府県 指定都市 市区町村 合計

都道府県 指定都市 市区町村 合計

１１
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